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市からの連絡帳

　なお、保険料の納め忘れがある
と、将来受け取る年金が少なくなる
だけでなく、年金が受けられなくな
る場合もありますので、保険料は必
ず納期内に納めましょう。
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 福　祉 

■介護サービス報酬額の改定
　介護報酬は、皆さんがご利用の介
護サービスに対して、介護保険から
サービスを提供する事業者に支払わ
れるもので、厚生労働省が定めます。
　今回の介護報酬の見直しは、介護
従事者の処遇改善、医療との連携や
認知症ケアの充実、効率的なサービ
スの提供や新たなサービスの検証を
行うために行われます。
　これにより、現在と同じ居宅サー
ビスや施設サービスを利用しても、
４月１日以降、利用料が変わる場合
がありますので、詳しくは担当ケア
マネジャーやサービス提供事業者
に、ご確認ください。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）

■高齢者手技治療割引券（は
り・きゅう・あん摩マッサージ）
　６５歳以上の方が高齢者指定治療院
でマッサージ治療などを受ける際
に、治療料金の一部を助成する割引
券を発行します。
□交付期間　
４月１日昌～平成２２年３月３１日昌
□枚数　
割引券２４枚を限度に交付
　申 本人確認ができるもの（運転免許
証・保険証な

ど）を持参のうえ、高齢
者支援課（田無庁舎１階・保谷保健
福祉総合センター１階）または各出
張所の窓口で申請してください（１
人月２枚・１回の治療料金から１，０００
円を割引）。
※市内の治療院の方で高齢者指定治
療院への指定を希望される場合は、
高齢者支援課までお問い合わせを。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

■田無町地域包括支援センタ
ーが移転
　４月から田無町地域包括支援セン
ター（札４６７－８８５０）が、母子保健セ
ンター２階（田無町４－１７－１４）か
ら、田無総合福祉センター１階（田無
町５－５－１２）に移転します。お間違
えのないよう、ご注意ください。
◆高齢者支援課 　保 　（札４３８－４０２９）

■身体障害者手帳・愛の手帳の
様式が変わりました
　１月交付分から、ビニールカバー
の中に、印刷した用紙を納め、手帳
を開かないで本人確認が出来る形に
変わりました。大きさ・色は現行の
手帳と同じです。現在お持ちの手帳
は引き続き使用できます。切り替え
をご希望の方は、写真１枚（縦４㎝×
横３㎝、無帽・上半身、撮影１年以内）
と印鑑、現在の手帳をお持ちになり、
障害福祉課で申請してください。
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

　午前９時～午後４時
　市税は納税課、国民健康保険料
（税）は健康年金課へ
※納付相談窓口は、田無庁舎のみの
開設ですので、ご注意ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２※市税）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２
※国民健康保険料）

■国民健康保険制度の改正
　４月からの国民健康保険制度の主
な改正点は、次のとおりです。
□７０～７４歳の自己負担割合・自己負
担限度額が据え置きになります
　７０～７４歳のうち現役並み所得者以
外の方の医療機関での窓口負担は２
割に引き上げとなっていましたが、
３月３１日までは１割に据え置かれて
いました。この措置が平成２２年３月
３１日まで延長されることとなり、高
額療養費の自己負担限度額も同様に
１年間据え置かれます。
□人間ドック　
　特定健康診査などが実施されたこ
とに伴い、国民健康保険の人間ドッ
ク助成制度は、３月末をもって廃止
となりました。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■平成２１年度国民年金保険料
は月額１４,６６０円
　国民年金保険料は、急速な少子高
齢化に対応し、制度の安定を図るた
め、平成１７年度～２９年度までの間、
年度ごとに引き上げられることとさ
れました。
　平成２１年度の保険料については、
２５０円引き上げられ、１４，６６０円とな
ります。

※代理人による申請の場合は、代理
人選任届（本人自筆）が必要です。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■住民票自動交付機のご利用を
　平成１９年７月１日から窓口での住
民票の写し、印鑑登録証明書の手数
料が、２００円から３００円に改定になり
ましたが、住民票等自動交付機ご利
用の手数料は据え置きです。住民票
等自動交付機をぜひご利用ください。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 国保・税 

■市税、国民健康保険料（税）
の夜間・休日納付相談窓口開設
◎夜間窓口
　時 ４月１４日昇、１５日昌
　午後５時～８時
◎休日窓口
　時 ４月１８日松、１９日掌

 各種申請 

■出張所の統合移転と住民票
等自動交付機移設
　中原出張所と谷戸出張所は統合
し、西武池袋線ひばりヶ丘駅前に移
転します。移転に伴い、中原・谷戸出
張所は以下の期日で閉鎖されます。
　また、現在ひばりが丘図書館に設
置されている住民票等自動交付機
は、ひばりヶ丘駅前出張所の開設に
伴い、移設します。
□閉鎖日
中原出張所…３月３１日昇
谷戸出張所…４月２８日昇
□開設日
ひばりヶ丘駅前出張所…５月７日昭
※取扱い業務は、今までどおりです。
□住民票等自動交付機の移設
ひばりが丘図書館…５月３日掌まで
ひばりヶ丘駅前出張所…５月７日昭
から
※５月４日捷～５月６日昌までの間
は、お手数ですが他の住民票等自動
交付機をご利用ください。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■西東京市民カードの破損な
どによる引き替え
　西東京市民カードで８けたの番号
の左３けたが０１０のものは、生分解
性プラスチック（水や炭酸ガスなど
に分解し、自然に還元する）カード
です。このカードは、弾力性が弱く
割れやすいとのご指摘を受けていま
す。破損などを確認したときは、引き
替えますので、窓口にご持参ください。
□必要なもの
①印鑑
②破損した西東京市民カード
③窓口に来られた方の本人確認がで
きるもの（運転免許証、パスポート、
健康保険証な

ど）

利用できる曜日・時間設置場所

月～金曜日
午前８時３０分～午後８時
土・日曜日、祝日
午前９時～午後５時

田無庁舎
（２階ロビー）

月～金曜日
午前８時３０分～午後８時
土・日曜日、祝日
午前９時～午後５時

保谷庁舎
（１階ロビー）

月～金曜日午前９時～午後８
時※第４月曜日は休み。
土・日曜日、祝日
午前９時～午後５時

保谷公民館
（西武新宿線西
武柳沢駅南口）

火・木曜日
午前１０時～午後６時
水・金曜日
午前１０時～午後８時
土・日曜日、祝日
午前１０時～午後５時
※図書館休館日は休み。

ひばりが丘図書
館（西武池袋線
ひばりケ丘駅南
口）５月３日掌
まで

月～金曜日　午前９時～午後
８時※第４月曜日は休み。
土・日曜日、祝日
午前９時～午後５時

芝久保公民館
（芝久保町５－
４－４８）

月～金曜日　午前９時～午後
８時※第４月曜日は休み。
土・日曜日、祝日
午前９時～午後５時

保谷駅前公民館
（ステア４階）
（西武池袋線保
谷駅南口）

※いずれも１２月２９日～翌年１月３日は休み。

定額給付金・子育て応援特別手当を支給！

■定額給付金
　景気後退での住民の不安に対処するため、生活支援
と地域の経済対策を目的とした定額給付金の給付を行
います。
　対 ２月１日の基準日に、以下の要件のいずれかに該当
する方
陰住民基本台帳に記録されている方
隠外国人登録原票に登録されている方（ただし、短期
滞在の在留資格で在留する方を除く）
□給付額　給付対象者１人につき１２,０００円（ただし、基
準日において６５歳以上の方および１８歳以下の方につい
ては、１人につき２０,０００円）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００※４月１０日晶まで）
◆産業振興課 　保 （札４２１－２２０２※４月１３日捷から）

■子育て応援特別手当
　生活対策として、多子世帯の幼児教育期の子育ての
負担に配慮する観点から、対象となる世帯に子育て応
援特別手当を支給します（今回限りの措置です）。
　対 基準日、住民基本台帳、外国人登録については定額
給付金と同様で、生年月日が平成１４年４月２日～平成
１７年４月１日までに該当する第２子以降のお子さん
□給付額　対象となるお子さん１人あたり３６,０００円
※お子さんが市外の学校の寮に住民票を移しているな

ど、支給の対象となる場合がありますので、下記まで
お問い合わせください。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■申請・受給の流れ　　　　　　　　　　　
（定額給付金・子育て応援特別手当共通）
陰４月１０日晶に、市から対象となる申請・受給者（世
帯主）に対して申請書などを発送します。
隠申請・受給者は、申請書に必要事項を記入し、郵送
で申請を行ってください。
韻市は、書類を確認のうえ、申請・受給者が指定した
口座に振込みます。
□受付期間　４月１３日捷～１０月１３日昇
※詳細については、送付する申請書と制度のご案内を
ご確認ください。

「振り込め詐欺」にご注意ください！
　定額給付金や子育て応援特別手当をよそおった「振
り込め詐欺」や「個人情報の詐取」の被害が心配され
ます。
　定額給付金などの関係で、市が皆さんの世帯構成や
銀行口座番号などを電話で照会したり、現金や手数料
の振込みを要求することは絶対にありませんので、十
分にご注意ください。


